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3月10日（火）まで 
 
3月16日（月） 
 
 
 
 
 
 
3月31日（火） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①源泉徴収所得税･特別徴収住民税の納付（2月分） 
 
②所得税･贈与税の確定申告･納付･延納届出（平成20年分） 
 
 
③個人の住民税（都道府県民税･市区町村民税）事業税の申告 
 
 
 
④法人の確定申告、納付、延納届出（平成21年1月期決算法人） 
法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人事業所税、法人
住民税 
⑤法人税の申告期限延長特例法人の確定申告  
20年12月期（1月延長）単独申告法人 
20年11月期（2月延長）連結申告法人 
⑥法人消費税の期間短縮特例法人の確定申告 
21年1月期（毎月申告）1月ごと 
1、4、7、10月期（四半期）3月ごと 
⑦法人の中間申告、納付（7月期決算法人） 
・法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人事業所税、法
人住民税 
⑧法人消費税の中間申告、納付（直前期確定年税額） 
400万円超 4、7、10月期（4半期） 
4,800 万円超 1月期（1月ごと） 
 

 
 
②所得税の過大申告が判明した場合の更正請求は
法定申告期限から1年以内であり、平成19年分所
得税の更正請求期限は左記の期日となる｡ 

　　なお、申告書の提出先は原則として住所地を所
轄する税務署であり、異動した場合には異動届を
提出する｡ 

 
④～⑧ 法人の事業年度終了日は各月末日とする｡ 
 
 
 
 
 
⑥消費税の特例の選択、変更、取りやめの届出期限は、
その適用の選択、変更、取りやめを行う課税期間の
初日の前日まで｡ 

 
 
 
⑧消費税の直前期確定税額には、地方消費税が含ま
れていない｡ 

 
 

今月の税務 
日　付 項　目 備考・コメント 

会
　
計 

公
開
草
案「
電
子
記
録
債
権
に
係
る

会
計
処
理
」公
表
議
決
さ
れ
る
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

去
る
２
月
12
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
171
回
企
業
会
計
基
準
委

員
会
を
開
催
し
た
。
今
回
検
討
さ
れ

た
主
な
議
題
は
次
の
と
お
り
。

「
電
子
記
録
債
権
に
係
る
会
計

処
理
」公
開
草
案
の
公
表
議
決

標
記
の
実
務
対
応
報
告
の
公
開
草

案
が
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
公
表
議

決
さ
れ
た
。
本
公
開
草
案
は
電
子
記

録
債
権
法
施
行
に
伴
っ
て
、
会
計
処

理
を
定
め
る
も
の
。
コ
メ
ン
ト
募
集

期
間
は
３
月
10
日
ま
で
と
し
、
適
用

は
公
表
日
以
後
適
用
さ
れ
る
。
ま

た
、
本
公
表
は
本
年
４
月
上
旬
頃
を

目
指
し
て
い
る
。

な
お
、
電
子
記
録
債
権
の
取
扱
い

を
示
す
勘
定
科
目
は「
電
子
記
録
債

権
」
お
よ
び
「
電
子
記
録
債
務
」
を

も
っ
て
表
示
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

過
年
度
遡
及
修
正
専
門
委
員
会

に
お
け
る
検
討
状
況

●
適
用
開
始
事
業
年
度
等
に
関
す
る

検
討

適
用
時
期
に
つ
い
て
は
、
２
月
５

日
の
専
門
委
員
会
に
お
い
て
、
制
度

的
な
対
応
が
整
い
次
第
、
早
期
に
適

用
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
観
点
か

ら
、
公
開
草
案
に
お
い
て
は
、「
適

用
時
期
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
４

月
１
日
以
後
開
始
事
業
年
度
か
ら
と

し
、
早
期
適
用
は
認
め
な
い
」と
示

す
こ
と
と
し
、
関
係
者
の
コ
メ
ン
ト

を
求
め
る
と
い
う
方
向
性
に
な
っ

た
。

●
四
半
期
開
示
へ
の
影
響

本
会
計
基
準
は
、
年
度
の
財
務
諸

表
の
会
計
上
の
変
更
お
よ
び
過
去
の

誤
謬
に
関
す
る
会
計
上
の
取
扱
い
を

定
め
て
い
る
が
、
四
半
期
財
務
諸
表

開
示
に
固
有
の
遡
及
処
理
等
に
関
す

る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き

検
討
を
行
う
。

●
企
業
結
合
へ
の
影
響

企
業
結
合
時
に
お
い
て
、
取
得
原

価
の
配
分
方
法
に
関
す
る
企
業
結
合

日
以
後
の
決
算
に
お
い
て
配
分
が
完

了
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
の
取
扱
い

等
に
つ
い
て
も
、
別
途
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
検
討
を
行
う
予
定
。

排
出
量
取
引
の
会
計
処
理
の

検
討平

成
16
年
11
月
に
公
表
さ
れ
て
い

る
実
務
対
応
報
告
15
号「
排
出
量
取

引
の
会
計
処
理
に
関
す
る
当
面
の
取

扱
い
」を
改
正
し
、
本
年
３
月
〜
４

月
頃
に
改
正
実
務
対
応
報
告
の
公
開

草
案
の
公
表
を
目
指
し
て
い
る
。

会
　
計 

昨
年
末
公
表
の
結
合
基
準
等
に
伴
う

改
正
事
項
を
審
議
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
企
業
結
合
専
門
委

去
る
２
月
４
日
、企
業
会
計
基
準
委

員
会
は
第
60
回
企
業
結
合
専
門
委
員

会
を
開
催
し
、昨
年
12
月
26
日
に
公
表

さ
れ
た
企
業
結
合
基
準
等
に
伴
う
、そ

の
他
基
準
等
の
改
正
を
審
議
し
た
。

今
回
の
改
正
に
関
し
て
は
一
連
の

基
準
に
対
応
し
た
技
術
的
な
も
の
で

あ
る
た
め
、公
開
草
案
の
手
続
を
経
ず

に
、３
月
下
旬
の
公
表
を
予
定
し
て
い

る
。改
正
予
定
の
主
な
基
準
等
と
そ
の

内
容
は
以
下
の
と
お
り
。

◆
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
の
表

示
に
関
す
る
会
計
基
準
・
同
適
用

指
針

連
結
会
計
基
準
に
対
応
し
、支
配
獲

得
時
の
子
会
社
の
資
産
お
よ
び
負
債

の
評
価
は
全
面
時
価
評
価
法
の
み
と

す
る
な
ど
、技
術
的
な
改
正
を
行
う
。

◆
四
半
期
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計

基
準
、
同
適
用
指
針

(1)
　｢

棚
卸
資
産
の
評
価
に
関
す
る

会
計
基
準｣

に
対
応
し
、
後
入
先

出
法
に
お
け
る
売
上
原
価
修
正
を

削
除
す
る
。

(2)
　
企
業
結
合
基
準
に
対
応
し
、
持

分
プ
ー
リ
ン
グ
法
を
適
用
し
た
場

合
の
注
記
事
項
等
を
削
除
す
る
。

◆
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
等
の
開
示
に
関

す
る
会
計
基
準

結
合
会
計
基
準
に
対
応
し
た
負
の
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フラッ
シュ 

り
、
バ
ブ
ル
の
原
因
を
求
め
て
の
、

経
済
に
対
す
る
化
学
ア
プ
ロ
ー
チ

だ
。一

般
に
、
男
性
の
薬
指
は
人
差
し

指
よ
り
も
長
い
。
女
性
は
逆
で
あ
る

ら
し
い
。
こ
の
説
に
従
え
ば
、
リ
ス

ク
を
背
負
う
金
融
ト
レ
ー
ダ
ー
に
女

性
は
不
向
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
女
性
よ
り
も
男
性
の
薬
指
が
長

い
の
は
胎
内
に
い
る
間
に
、
テ
ス
ト

ス
テ
ロ
ン
に
晒
さ
れ
た
結
果
だ
と
い

う
。
こ
の
量
が
多
け
れ
ば
男
性
に
な

り
、
さ
ら
に
多
け
れ
ば
薬
指
が
長
く

な
る
と
い
う
。
そ
の
人
の
分
泌
量
も

増
え
る
。
た
だ
、
慢
性
的
に
こ
の
分

泌
が
高
け
れ
ば
恒
常
的
に
リ
ス
ク
を

取
る
の
で
、
利
益
を
損
な
う
こ
と
に

も
な
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
た
限

り
で
は
、
こ
の
成
分
を
含
ん
だ
軟
膏

剤
が
日
本
で
も
販
売
さ
れ
て
い
る
。 0.93

どう見る？ 
　　　この数字 

─闘争心の分岐点 

0.93

精
力
剤
と
し
て
と
し
て
宣
伝
さ
れ
て

い
る
薬
剤
だ
が
、
自
信
を
高
め
る
効

果
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
運
動
選

手
の
場
合
、
競
技
前
に
は
テ
ス
ト
ス

テ
ロ
ン
の
値
が
上
昇
し
、
試
合
に
勝

て
ば
一
層
高
ま
っ
て
お
り
、
負
け
れ

ば
下
が
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

た
だ
、
指
の
長
い
ト
レ
ー
ダ
ー
に

も
弱
点
は
あ
る
。
分
析
的
な
仕
事
や

資
産
の
長
期
運
用
な
ど
の
仕
事
で

は
、
薬
指
の
長
さ
と
仕
事
の
成
果

と
の
相
関
が
見
出
せ
な
い
か
ら

だ
。
こ
の
種
の
仕
事
で
は
、
自
信

過
剰
は
か
え
っ
て
邪
魔
に
な
る
。

薬
指
と
い
う
名
称
は
、
薬
を

塗
っ
た
り
、
水
で
溶
か
し
た
り
す

る
際
に
使
う
の
が
由
来
だ
と
い

う
。
女
性
の
場
合
に
は
紅
差
し
指

と
い
う
呼
び
名
も
あ
っ
て
艶
か
し

い
。
そ
ん
な
重
要
な
役
割
が
あ
る

の
に
、
薬
指
は
単
独
で
の
動
作
が

難
し
い
。
制
御
困
難
な
指
が
男
性

ホ
ル
モ
ン
の
源
泉
で
あ
る
の
は
象

徴
的
だ
。
操
作
性
が
悪
い
指
で
、
薬

を
調
合
し
た
り
、
美
を
描
く
と
い
う

の
は
頷
き
難
い
側
面
も
あ
る
。

そ
の
薬
指
を
、
英
語
で
はr

in
g

finger

と
表
現
す
る
。
指
輪
指
、
で

は
随
分
味
気
が
な
い
。
が
、
男
性
ホ

ル
モ
ン
の
多
寡
を
表
明
し
て
い
る
部

位
に
、
精
神
的
な
枷
を
嵌
め
る
と
い

う
行
為
は
、
暗
示
的
で
も
あ
る
。

（
神
保
敏
明
）

履
歴
書
に
、
顔
写
真
よ
り
も
手
写

真
を
添
付
す
る
よ
う
に
求
め
る
企
業

が
出
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
。
人
差

し
指
を
、
薬
指
の
長
さ
で
割
っ
た
比

率
が
０
・
９
３
未
満
の
男
性
ト
レ
ー

ダ
ー
は
、
瞬
時
の
リ
ス
ク
判
断
に
優

れ
て
い
る
、
と
い
う
調
査
結
果
が
発

表
さ
れ
た
か
ら
だ
。
結
果
と
し
て
、

薬
指
が
長
い
ト
レ
ー
ダ
ー
は
人
差
し

指
比
率
が
０
・
９
８
８
以
上
の
短
い

ト
レ
ー
ダ
ー
よ
り
も
平
均
報
酬
が
11

倍
も
多
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
、
と

い
う
。

米
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
紀
要
で
１

月
12
日
に
紹
介
さ
れ
た
こ
の
研
究

（｢S
econ

d
-to-fou

rth
 d
ig
it ratio

p
red
icts su

ccess am
on
g
 h
ig
h
-

frequency financial traders｣

）

に
よ
れ
ば
、
薬
指
が
長
い
ト
レ
ー

ダ
ー
は
男
性
ホ
ル
モ
ン
で
あ
る「
テ

ス
ト
ス
テ
ロ
ン
」濃
度
が
高
い
の
だ

と
い
う
。
こ
の
男
性
ホ
ル
モ
ン
の
分

泌
が
高
け
れ
ば
リ
ス
ク
を
と
っ
て

の
、
非
理
性
的
な
瞬
間
勝
負
に
は
強

い
と
い
う
わ
け
だ
。

研
究
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の

ジ
ョ
ン
・
コ
ー
ツ
チ
ー
ム
が
行
っ
た

が
、
当
の
コ
ー
ツ
氏
は
元
金
融
業
界

人
。
男
性
ト
レ
ー
ダ
ー
だ
け
が
熱
狂

的
に
な
っ
て
い
る
場
面
に
幾
度
と
な

く
遭
遇
し
、
そ
の
原
因
が
化
学
物
質

で
は
な
い
か
と
疑
い
始
め
た
。
そ
の

後
、
研
究
者
と
し
て
そ
れ
を
立
証
す

る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
つ
ま

の
れ
ん
に
関
連
し
た
所
要
の
改
正
を

行
う
。

◆
固
定
資
産
の
減
損
に
係
る
会
計
基

準
の
適
用
指
針

負
の
の
れ
ん
が
発
生
し
た
事
業
年

度
の
利
益
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

表
現
等
の
技
術
的
な
改
正
を
す
る
。

◆
連
結
財
務
諸
表
に
お
け
る
子
会
社

及
び
関
連
会
社
の
範
囲
の
決
定
に

関
す
る
適
用
指
針
、
投
資
事
業
組

合
に
対
す
る
支
配
力
基
準
及
び
影

響
力
基
準
の
適
用
に
関
す
る
実
務

上
の
取
扱
い
、
有
限
責
任
事
業
組

合
及
び
合
同
会
社
に
対
す
る
出
資

者
の
会
計
処
理
に
関
す
る
実
務
上

の
取
扱
い

連
結
基
準
、
持
分
法
に
関
す
る
会

計
基
準
が
改
正
さ
れ
て
い
る
た
め
、

会
計
基
準
に
お
け
る
表
現（
た
と
え

ば｢

会
社
等｣

か
ら｢

企
業｣

へ
の
変
更

等
）を
合
わ
せ
る
た
め
の
技
術
的
な

改
正
を
行
う
。

会
　
計 

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
・
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ「
財
務
諸
表
表

示
の
論
点
」に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
文

案
示
さ
れ
る
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
財
務
諸
表
表
示
専
門
委

去
る
２
月
13
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
10
回
財
務
諸
表
表
示
専

門
委
員
会
を
開
催
し
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
と

Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

ペ
ー
パ
ー「
財
務
諸
表
の
表
示
に
関

す
る
予
備
的
見
解
」に
対
す
る
コ
メ

ン
ト
文
案
に
つ
い
て
議
論
し
た
。

今
回
の
専
門
委
員
会
で
、
コ
メ
ン

ト
案
に
対
し
て
事
務
局
側
か
ら
は
、

一
定
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
が
、
多

く
の
修
正
点
や
疑
問
点
な
ど
が
専
門

委
員
か
ら
出
さ
れ
、
引
き
続
き
検
討

が
行
わ
れ
て
い
く
予
定
。

今
回
の
議
論
の
主
な
論
点
は
次
の

と
お
り
。

論
点
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計

算
書
に
つ
い
て
―
直
接
法
の
採

用
を
ど
う
す
る
か

事
務
局
側
コ
メ
ン
ト
　
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
は
、
あ
く

ま
で
補
完
的
な
役
割
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
間
接
法
に
よ
り
、
利
益

と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
と
の
調

整
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
で
十
分

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
直
接
法
を
採
用
す
る
場
合

の
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
問
題

点
と
し
て
、

・
対
応
し
た
会
計
シ
ス
テ
ム
の
開
発

・
連
結
会
社
相
互
間
で
の
Ｃ
Ｆ
の
相

殺
に
伴
う
実
務
負
担

・
詳
細
な
情
報
を
要
求
さ
れ
る
こ
と

に
よ
る
、
関
連
す
る
受
取
勘
定
ま

た
は
支
払
勘
定
の
区
分
の
必
要
性

が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

論
点
　
包
括
利
益
計
算
書
・
Ｃ
Ｆ
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計
算
書
に
お
け
る
バ
ス
ケ
ッ
ト

取
引
の
影
響
の
表
示

事
務
局
側
コ
メ
ン
ト
　「
影
響
の
主

な
原
因
で
あ
る
活
動
を
反
映
す
る

カ
テ
ゴ
リ
ー
で
表
示
」す
る
案
を

経理用語の豆知識 

支
持
す
る
。
た
だ
し
、
カ
テ
ゴ

リ
ー
を
明
確
に
識
別
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
に
は
、
営
業
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
区
分
で
き
る
と
す
れ
ば

よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

棚卸資産の評価

棚卸資産については、原則として購入代価または製造原
価に引取費用等の付随費用を加算して取得原価とし、以下
の評価方法のなかから選択した方法を適用して売上原価
等の払出原価と期末棚卸資産の価額を算定するものとす
る。評価方法には、①個別法、②先出先入法、③平均原価法
（平均原価は総平均法または移動平均法によって算出す
る）、④売価還元法が挙げられる。棚卸資産の評価方法は、
事業の種類、棚卸資産の種類、その性質およびその使用方
法等を考慮した区分ごとに選択し、継続して適用しなけれ
ばならない。
後入先出法については、①市況の変動を反映しない可能

性があること、②棚卸資産の購入量を調整することで損益
計上が可能になること、③一般的に、棚卸資産の実際の流
れを忠実に表現しているとはいえないことから、選択可能
な処理方法として認められていた方法ではあったが、平成
20年改正会計基準ではその採用を認められないことと
なった。

持分法適用関連会社の会計処理の統一

平成22年4月1日以降実施される非連結子会社および
関連会社に対する投資に係る会計処理から、持分法適用
関連会社の会計処理の統一が原則となる。すなわち、同一
環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会
社（その子会社を含む）および持分法を適用する被投資会
社が採用する会計処理の原則および手続は原則として統
一することになる。
会計処理の原則および手続が統一されていない場合

には、持分法の適用に際して修正を行う必要があるが、た
とえば、在外関連会社の場合で投資会社の他に支配株主
が存在する場合や、上場会社の株式を追加取得すること
で関連会社としたときなどでは、支配力が及ぶ子会社と
は異なり、修正のために必要となる詳細な情報の入手が
極めて困難な場合がある。上記のように統一のために必
要な情報の入手が困難な場合は、監査･保証実務委員会報
告56号に定める、「統一しないことに合理的な理由がある
場合にあたる」こととされている。

会
　
計 

償
還
型
株
式
の
取
扱
い
が
審
議
さ

れ
る
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
Ｅ
Ｐ
Ｓ
専
門
委

去
る
２
月
13
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
５
回
Ｅ
Ｐ
Ｓ
専
門
委
員

会
を
開
催
し
、
前
回
に
引
き
続
き
日

本
基
準
の
改
正
論
点
に
つ
い
て
検
討

を
行
っ
た
。
な
お
、
次
回
か
ら
は
論

点
整
理
の
具
体
的
文
案
作
成
に
取
り

か
か
る
予
定
。
今
回
審
議
さ
れ
た
主

な
内
容
は
償
還
型
株
式
の
取
扱
い
に

つ
い
て
。
詳
細
は
以
下
の
と
お
り
。

●
株
主
に
請
求
権
が
あ
る
場
合（
普

通
株
式
以
外
を
対
価
と
す
る
取
得

条
項
付
株
式
の
う
ち
、
強
制
的
償

還
普
通
株
式
を
含
む
）

(1)
　
契
約
単
独
の
場
合

現
金
ま
た
は
そ
の
他
の
金
融
商
品

を
対
価
と
し
て（
株
主
の
行
使
に
よ

り
）自
社
の
株
式
を
買
い
戻
す
た
め

総
額
現
物
決
済
と
な
る
契
約（
総
額

で
現
物
決
済
す
る
売
建
プ
ッ
ト
・
オ

プ
シ
ョ
ン
ま
た
は
先
渡
購
入
契
約
）

・
検
討
の
方
向
性

Ｉ
Ａ
Ｓ
33
号
お
よ
び
Ｓ
Ｆ
Ａ
Ｓ
128

号
の
改
訂
案
に
お
い
て
、
現
行
の
米

国
基
準
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
間
で
会
計
処
理

が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る

差
異
を
除
い
て
、
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン

ス
が
図
ら
れ
て
い
る
。
日
本
基
準
に

お
い
て
も
会
計
処
理
の
取
扱
い
が
異

な
る
こ
と
に
起
因
す
る
差
異
に
つ
い

て
は
、
特
段
の
定
め
を
置
か
な
い
こ

と
で
ど
う
か
。

(2)
　
株
式
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
場
合

株
主
に
償
還
の
請
求
権
が
あ
る
株

式（
普
通
株
式
以
外
を
対
価
と
す
る

取
得
請
求
権
付
株
式
が
該
当
）お
よ

び
強
制
的
償
還
普
通
株
式（
取
得
条

項
付
株
式
の
一
部
が
該
当
）

・
検
討
の
方
向
性

Ｓ
Ｆ
Ａ
Ｓ
150
号
Ｂ
69
項
の
よ
う

に
、
負
債
に
計
上
さ
れ
た
金
融
商
品

に
追
加
的
に
利
益
に
参
加
す
る
権
利

が
あ
る
場
合（
参
加
型
優
先
配
当
）に

は
、
２
種
方
式
の
ほ
う
が
整
合
的
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
配
当
が
事

前
に
算
定
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
、

Ｉ
Ａ
Ｓ
33
号
改
訂
案
で
は
、
２
種
方

式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

結
果
と
し
て
、
現
行
の
日
本
基
準

と
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
33
号
改
訂
案
で
は
Ｅ
Ｐ

Ｓ
の
算
定
方
法
が
結
果
的
に
一
致
す

る
た
め
、
現
行
の
取
扱
い
の
ま
ま
と

す
る
こ
と
で
ど
う
か
。

●
企
業
に
請
求
権
が
あ
る
場
合（
会

社
が
株
主
か
ら
契
約
に
よ
り
買
い

受
け
る
場
合
お
よ
び
普
通
株
式
以

外
を
対
価
と
す
る
取
得
条
項
付
株

式
の
う
ち
、
強
制
的
償
還
普
通
株

式
を
除
く
も
の
が
該
当
）

(1)
　
企
業
が
対
価
を
ま
っ
た
く
あ
る

い
は
ほ
と
ん
ど
必
要
と
せ
ず
に
発

行
済
み
普
通
株
式
を
返
還
す
る
現

在
の
権
利
を
有
し
て
い
る
場
合

・
検
討
の
方
向
性

契
約
の
対
象
と
な
る
普
通
株
式
を

分
母
か
ら
控
除
し
、２
種
方
式
を
採
用

し
た
場
合
と
、調
整
し
な
い
場
合
と
で

計
算
結
果
は
同
じ
で
あ
る
。現
行
の
取

扱
い
の
ま
ま
と
す
る
こ
と
で
ど
う
か
。

(2)
　
契
約
単
独
の
場
合

(1)
以
外
で
企
業
側
が
株
式
を
取
得

す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
場
合（
買

建
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
が
該
当
）

・
検
討
の
方
向
性

Ｉ
Ａ
Ｓ
33
号
改
訂
案
と
差
異
は
生

じ
て
い
な
い
た
め
、
特
段
の
取
扱
い

を
定
め
な
い
。

(3)
　
株
式
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
場
合

(1)
以
外
で
企
業
側
が
株
式
を
取
得

す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
株
式
の
場

合（
(1)
以
外
で
普
通
株
式
以
外
を
対

価
と
す
る
取
得
条
件
付
株
式
の
う

ち
、
強
制
的
償
還
普
通
株
式
を
除
く

も
の
が
該
当
）

・
検
討
の
方
向
性

転
換
型
の
参
加
型
株
式（
配
当
が
あ

ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り

算
定
可
能
で
な
い
も
の
）の
取
扱
い
の

検
討
と
整
合
さ
せ
る
形
で
、取
り
扱
う
。
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フラッ
シュ 

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等   

 
2009年 
2月4日 
 
 

2009年 
2月9日 
 
 

2009年 
2月11日 

 
我が国における国際会計基準の取扱いに
ついて（中間報告）（案） 
 
 
経営承継法における非上場株式等評価ガ
イドライン  
 
 
事業報告モデルの改正 

 
金融庁  
 
 
 

中小企業庁 
 
 

全国株懇 
連合会 

国際会計基準の任意適用の時期や強制適用の是非の
判断等、わが国における国際会計基準の取扱いにつ
いての一定のロードマップを示した中間報告案。意見
募集は、平成21年4月6日（月）17：00まで。 
 
｢中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律｣
の固定合意を活用する際に必要となる非上場株式等
の評価方法についての考え方を示したもの。 
 
会社役員の報酬等に係る見直しなど会社法施行規則
の一部改正（平成２０年法務省令１２号）に対応する
ための所要の改正。 

日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号 

2009年2月20日号 
ニュース欄、 

2009年3月1日号 

金
　
融 

欧
米
先
行
で
持
続
す
る
長
期
金
利
上
昇

長
期
金
利
の
上
昇
懸
念
が
浮
上
し

て
い
る
。
米
国
10
年
債
で
み
る
と
、

昨
年
末
に
一
時
２
％
割
れ
を
う
か
が

う
水
準
ま
で
下
げ
た
も
の
の
、
そ
の

後
上
昇
に
転
じ
２
月
に
入
っ
て
２
・

７
％
台
の
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
欧
州
で
も
各
国
の
大
規
模
な
財
政

出
動
を
受
け
た
長
期
金
利
上
昇
懸
念

が
顕
在
化
し
て
お
り
、
国
際
会
議
で

の
テ
ー
マ
と
し
て
浮
上
す
る
ま
で
に

な
っ
て
い
る
。

現
在
１
・
２
％
台
で
推
移
し
て
い

る
日
本
の
10
年
物
国
債
も
、
お
お
ま

か
な
ト
レ
ン
ド
と
し
て
は
、
欧
米
の

長
期
金
利
と
同
様
の
相
場
動
向
と

な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
へ
来
て

上
昇
に
歯
止
め
が
か
か
っ
た
形
に

な
っ
て
お
り
、
市
場
で
は
こ
れ
以
上

財
政
赤
字
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
や
、

住
宅
ロ
ー
ン
金
利
の
上
昇
に
つ
な
が

る
長
期
金
利
の
上
昇
へ
の
警
戒
感
、

過
熱
し
た
オ
バ
マ
人
気
へ
の
反
省
か

ら
、
過
度
に
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
政

策
を
早
急
に
実
現
す
る
こ
と
は
困
難

と
い
っ
た
見
方
も
浮
上
し
て
い
る
よ

う
だ
。

し
た
が
っ
て
、
今
後
の
展
開
は
、

再
び
深
刻
な
デ
フ
レ
悪
化
懸
念
か
ら

長
期
金
利
は
低
下
へ
向
か
い
、
上
昇

は
あ
り
得
な
い
と
す
る
見
方
も
あ

る
。
た
だ
、
基
本
的
に
相
場
観
は
こ

う
し
た
２
つ
の
見
方
、
す
な
わ
ち
景

気
低
迷
と
財
政
赤
字
拡
大
と
い
っ
た

要
因
の
綱
引
き
に
左
右
さ
れ
る
こ
と

は
間
違
い
な
く
、
一
方
向
の
ト
レ
ン

ド
は
見
極
め
に
く
い
。

日
本
の
場
合
は
、
不
安
定
な
政
局

が
続
く
限
り
積
極
的
な
財
政
拡
大
は

見
込
み
に
く
い
。
来
年
度
予
算
が
成

立
し
た
ら
解
散
は
あ
り
う
る
と
の
見

方
も
あ
る
が
、
不
確
実
な
う
え
に
、

為
替
相
場
が
示
し
て
い
る
と
お
り
金

融
危
機
関
連
で
は
相
対
的
に
は
円
が

欧
米
通
貨
に
対
し
て
買
わ
れ
る
傾
向

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
国
内証

　
券 

蜜
月
期
間
に
も
高
ま
る
試
練

オ
バ
マ
大
統
領
が
早
く
も
試
練
に

立
た
さ
れ
て
い
る
。
景
気
対
策
法
案

は
野
党
共
和
党
の
強
力
な
反
対
で
、

な
か
な
か
成
立
し
な
い
。
新
し
い
金

融
安
定
化
策
は
具
体
性
に
乏
し
い
と

し
て
、
ウ
ォ
ー
ル
街
か
ら
冷
や
水
を

浴
び
せ
ら
れ
た
。

初
の
黒
人
大
統
領
は
熱
狂
的
な
支

持
を
得
て
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
か

ら
、
米
議
会
は
大
恐
慌
以
来
の
金
融

危
機
、
経
済
危
機
に
対
し
て
挙
国
一

致
的
な
対
応
を
す
る
の
で
は
な
い
か

と
想
像
し
た
が
、
ま
っ
た
く
そ
う
で

は
な
か
っ
た
。

景
気
対
策
法
案
に
つ
い
て
は
、
減

税
や
公
共
事
業
の
シ
ェ
ア
を
め
ぐ
っ

て
民
主
党
と
共
和
党
と
の
間
で
鋭
い

月
末
ま
で
は
関
係
良
好
の
は
ず
だ

が
、
１
カ
月
も
経
た
な
い
う
ち
に
こ

の
有
様
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
金
融

安
定
、
金
融
機
関
の
立
ち
直
り
の

ハ
ー
ド
ル
の
高
さ
を
改
め
て
思
い
知

ら
さ
れ
た
。

た
だ
、
こ
の
と
こ
ろ
ア
メ
リ
カ
株

の
動
き
で
、
Ｎ
Ｙ
ダ
ウ
と
ナ
ス
ダ
ッ

ク
と
の
間
に
少
し
か
い
離
が
み
ら
れ

る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち

ナ
ス
ダ
ッ
ク
は
Ｎ
Ｙ
ダ
ウ
よ
り
も
上

昇
の
時
は
上
げ
幅
が
大
き
く
、
下
落

の
時
は
下
げ
幅
が
小
さ
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

小
型
株
、
ハ
イ
テ
ク
株
な
ど
景
気

に
敏
感
な
企
業
の
多
い
ナ
ス
ダ
ッ
ク

は
、
経
済
の
動
き
に
対
し
素
早
い
反

応
を
示
す
と
い
う
習
性
が
あ
る
。
最

近
の
ナ
ス
ダ
ッ
ク
は
ア
メ
リ
カ
経
済

の
ど
ん
な
動
き
に
反
応
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
不
安
感
の
高
ま
り
が
強
調

さ
れ
る
中
国
経
済
で
、
最
近
、
実
体

経
済
の
中
に
上
向
き
に
転
じ
る
も
の

が
出
て
き
た
。
そ
れ
を
受
け
て
か
、

現
在
、
上
海
株
価
は
世
界
で
一
番
強

い
と
こ
ろ
を
み
せ
て
い
る
。

世
界
を
見
渡
せ
ば
、
本
当
に
ご
く

一
部
で
は
あ
る
が
、
ほ
の
か
な
明
る

さ
も
見
え
て
き
た
。
そ
れ
に
引
き
換

え
、
日
本
経
済
で
は
何
よ
り
も
政
治

の
迷
走
が
事
態
を
ま
す
ま
す
混
乱
さ

せ
、
先
行
き
を
不
透
明
に
し
て
い

る
。
民
意
を
問
う
た
め
に
衆
議
院
を

解
散
し
、
意
思
決
定
過
程
を
透
明
に

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

で
は
む
し
ろ
デ
フ
レ
に
よ
る
金
利
低

下
懸
念
の
ほ
う
が
勝
り
、
金
利
上
昇

は
欧
米
ほ
ど
大
き
な
ト
レ
ン
ド
に
は

な
り
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
欧
米
の
場
合
は
日
本
に

比
べ
て
金
融
機
関
や
企
業
の
破
綻
が

先
行
し
て
お
り
、
財
政
赤
字
拡
大
懸

念
が
弱
ま
り
そ
う
に
は
な
い
。
当
面

は
、
デ
フ
レ
と
い
う
経
済
実
態
よ
り

も
各
国
の
政
策
に
反
応
し
た
相
場
動

向
が
続
き
そ
う
だ
。
今
後
も
主
要
７

カ
国
財
務
相
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議

（
Ｇ
７
）や
各
国
首
脳
会
談
で
新
た
な

協
調
政
策
に
言
及
さ
れ
る
か
に
注
目

が
集
ま
り
そ
う
だ
。

対
立
が
あ
る
。
両
党
の
経
済
観
の
違

い
を
反
映
し
て
お
り
、
や
は
り
ア
メ

リ
カ
社
会
の
分
裂
、
対
立
は
そ
う
簡

単
に
は
克
服
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ

と
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。

続
い
て
、
経
営
難
に
あ
え
ぐ
自
動

車
大
手
に
対
す
る
救
済
問
題
が
控
え

て
い
る
。
昨
年
末
、
ブ
ッ
シ
ュ
前
政

権
時
代
に
つ
な
ぎ
融
資
ま
で
実
行
さ

れ
た
が
、
本
格
的
な
救
済
策
は
新
大

統
領
に
よ
っ
て
３
月
末
を
メ
ド
に
打

ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
か
、
現
状
で
は
不
透
明

と
い
う
ほ
か
な
い
。

米
大
統
領
と
世
論
と
の
蜜
月
期
間

は
１
０
０
日
で
あ
る
と
す
る
と
、
４


